
 

９月 教育長 教育行政報告 

 

令和５年 

８月１８日（金） 地域リーダーの皆様との意見交換会（甲南） 

第１回甲賀市スポーツ推進審議会  

１９日（土） 第１７回甲賀市長杯軟式野球交流大会 

２０日（日） 甲賀市平和祈念戦没者追悼式 

広島被爆体験伝承講和会 

２１日（月） ＡＬＴ就任あいさつ 

２２日（火） 第１０回甲賀市教育委員会臨時会 

第３回甲賀市文化のまちづくり審議会 

２３日（水） 甲賀市・湖南市小学校長合同研修会 

２４日（木） 甲賀市・湖南市広域行政協議会総会・研修会 

滋賀県都市教育長会第１回教育長部長合同会議 

２５日（金） 地域リーダーの皆様との意見交換会（甲賀） 

自由民主党滋賀県議会議員団 甲賀市政務調査会 

２７日（日） 第５回あいの土山ピアノコンクールチャレンジコース 

       本選および演奏家コース予選 

２８日（月） 第４回甲賀市議会定例会（第１日） 

３０日（水） 地域リーダーの皆様との意見交換会 

（綾野・貴生川）・（柏木・伴谷） 

３１日（木） 令和６年度国・県施策に対する要望書、 

滋賀県へき地教育振興協議会令和６年度要望書提出 

９月 １日（金） 挨拶運動（柏木小学校） 

部長会議 

２日（土） 第１９回甲賀市長杯グラウンドゴルフ大会 

夢の学習「ボランティア交流会」 

第６１回滋賀県障害者スポーツ大会兼全国大会選考会ボッチャ 

５日（火） 第４回甲賀市議会定例会（第２日） 

第１回甲賀市文化財保護審議会 

６日（水） 第５回学校経営等協議会 

第４回甲賀市議会定例会（第３日） 

７日（木） 第４回甲賀市議会定例会（第４日） 
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８日（金） 第４回甲賀市議会定例会（第５日） 

１０日（日） 市内小学校運動会（多羅尾小学校） 

第１２回ピアノを贈ろう！コンサート「幸せの青い鳥」 

１１日（月） 第４回甲賀市議会定例会（第６日） 

１２日（火） 地域リーダーの皆様との意見交換会（土山） 

１３日（水） 第１１回甲賀市教育委員会委員協議会 

１４日（木） 市内中学校体育大会（甲賀中学校） 

地域リーダーの皆様との意見交換会（水口・岩上） 

１５日（金） 部長会議 

第１回甲賀市事業執行安全管理体制審査委員会 

１６日（土） 第１５回甲賀市人権教育研究大会 

１８日（月祝）『エフエム花』開局式 

翔け 甲賀の書（展示会） 

２０日（水） 第４回校務運営等協議会 

２２日（金） 政策会議 

２３日（土祝）市内小学校運動会（信楽小・朝宮小・雲井小・水口小学校） 

淡海学園運動会 

甲賀看護専門学校第２３回学校祭チューリップ祭 

ピアノリレーコンサート２０２３ 

２５日（月） 第一生命グループ女子陸上競技部 飛田凛香選手来庁 

２６日（火） 第２回人事にかかるヒアリング（第 1 日） 

２７日（水） 第１６回甲賀市小学校陸上記録会 

第４回甲賀市議会定例会（第７日） 

２８日（木） 市内中学校体育大会（水口中・甲南中学校） 

第１１回甲賀市教育委員会定例会 



 

 

令和５年第４回甲賀市議会定例会（９月）提出議案（教育委員会関係）の 

  結果について 

 

１．決算案件 

（１）令和４年度甲賀市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて 

 ≪甲賀市議会 議案第６７号≫ 

    歳出（全体）      ４３，３６５，４７９，３８０円 

    うち教育委員会所管分   ４，１６８，２４２，５３８円 

    【原案のとおり認定】 

 

２．条例一部改正 

 （１）甲賀市コミュニティセンター条例等の一部を改正する等の条例の制定につ 

いて 

  ≪甲賀市議会 議案第８４号≫ 

    各地域にある地域市民センターの一部をコミュニティセンターに移行する 

ことに伴い、甲賀市公民館条例および甲賀市お茶のみホール条例の一部を改 

正するもの。 

 【原案のとおり可決】 

 

３．補正予算案件 

（１）令和５年度甲賀市一般会計補正予算（第４号） 

 ≪甲賀市議会 議案第８５号≫ 

    歳入 ３００千円  歳出 １，５６９千円 

    【原案のとおり可決】 

■補正予算の主な内容 

【歳入予算の補正】 
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● 寄付金             ３００千円 

【歳出予算の補正】 

  ● 柏木公民館整備事業     １，２６９千円（一財 1,269） 

    （仮称）柏木コミュニティセンター改築工事に伴う旧ＪＡ柏木支所 

の施設使用料の経費を追加 

● 寄附による図書購入       ３００千円（寄附 300） 

１法人からいただいた図書購入寄附金を財源として、土山図書館の 

図書を購入 

 

４．一般質問 

 別紙１のとおり 



令　和　５　年　　第　４　回　定　例　会　一　般　質　問　　　要　旨　整　理　表　

順番 　質　　　問　　　事　　　項 質　　　問　　　要　　　旨 一連番号 質問の相手

2 　６番　　中島　裕介　議員 【一問一答】　《第１日》　（２／５）

２．甲賀市環境未来都市宣言から一年の総括と今後の環境
について

5.環境教育・学習の推進について伺う。 6-5 5.教育部長

4 　１３番　　小倉　剛　議員 【一問一答】　《第１日》　（４／５）

２．市民ニーズに応えた文化ホールとスポーツ施設の多角
的な運営について

①.市の文化ホールとスポーツ施設の施設数は。
②.同施設の公共施設等総合管理計画に基づく最適化計画はどのようになっているのか。
③.同施設の管理運営形態は。
④.市民ニーズに応えた事業の実施や管理ができているのか。
⑤.同施設の指定管理者は何団体あるのか。
⑥.既存の指定管理者団体の将来は。

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6

①.教育部長
②.教育部長
③.教育部長
④.教育部長
⑤.教育部長

⑥.市長

5 　４番　　木村　眞雄　議員 【一問一答】　《第１日》　（５／５）

３．本市の社会教育の振興について

①.社会教育の意義について伺う。
②.本市における社会教育の課題は何か。
③.本市の社会教育の振興方針について伺う。
④.社会教育の拠点である公民館の役割について伺う。
⑤.社会教育の今後の推進体制について伺う。
　a).（仮称）社会教育統括指導員の役割と任務は。
  b).コミュニティセンターでの社会教育は、どのように進められていくのか。
⑥.本市における今後の社会教育の振興について、教育長の見解を伺う。

14-1
14-2
14-3
14-4

14-5-a
14-5-b
14-6

①.教育部長
②.教育部長
③.教育部長
④.教育部長

⑤-a.教育部長
⑤-b.教育部長

⑥.教育長

6 　　１１番　　堀　郁子　議員 【一問一答】　《第２日》　（１／５）

２．食品ロスを減らす取り組みについて
(3).学校給食のフードロスの取り組みも、もっと力を入れるべきではないか。食べ残しの量を測り、減少の目標を決めて取り組んだり、牛乳の飲み残しの減
少の取り組みに、提供時間を午前の長休みの時間に変更してみたりなどいかがか。

16-3 (3).教育長

４．子どもの自殺対策
(1).１人１台のデジタル端末の中に自殺のリスクを把握・評価できるシステムを入れるようにとの方針だが甲賀市ではどのようにしているのか伺う。
(2).その先の支援体制が重要であるが、市ではどのようにしているのか伺う。
(3).Ｗｅｂサイトで相談ができるようなところを、サファリやＧｏｏｇｌｅを開いたらすぐにクリックできるようにしてはいかがか。

18-1
18-2
18-3

(1).教育部長
(2).教育部長
(3).教育部長

7 　２番　　福井　進　議員 【一問一答】　　《第２日》　（２／５）

１．「子育て支援」だけでなく「子育ち支援」を！

①.教育環境の整備に関して
 1.小中学校のエアコンの設置等について
②.保育士不足・教員不足等に関して
 2.「教員不足」に関して、今年度当初・８月末時点の教員未配置・非常勤対応の状況について
 3.子育て世代の支援に関して、ワーク・ライフ・バランス（イクボス宣言等）について
③.ＩＣＴの活用に関して
 1.業務改善ツールとして「デジタル採点システム」の活用について
 2.不登校の児童生徒に対する学力保障に関して「学習支援ソフト」の活用について
④.しんどさに寄り添う事業の活用に関して
 1.「スクールロイヤー」の活用について
 2.「あすくる」事業の活用について

19-①
19-②-2

19-②-3-a
19-③-1
19-③-2
19-④-1
19-④-2

①.教育部長
②-2.教育部長
②-3-a.教育長
③-1.教育部長
③-2.教育部長
④-1.教育部長
④-2.教育長

9 　３番　　西山　実　議員 【分割】　　《第２日》　（４／５）

２．小中学校の特別教室へのエアコン設置の促進を
①.現時点におけるエアコン未設置の教室数は何室か、合わせて今後の整備計画を伺う。
②.子育て№１を目指す甲賀市として、教育環境改善のために一気にエアコンの整備を完了させることが必要。市長の考えを聞く。
③.災害避難所としての機能も求められる体育館についてもエアコン整備をすすめるべきと考えるがいかがか。

28-1
28-2
28-3

①.教育部長
②.市長

③.教育部長
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順番 　質　　　問　　　事　　　項 質　　　問　　　要　　　旨 一連番号 質問の相手

11 　１２番　　奥村　則夫　議員 【１：一問一答　２、３：分割】　　《第３日》　（１／５）

２．ＡＩドリルについて

1.現状について伺う
 ①.現状と児童・生徒・教師の反応について伺う
 ②.学校ごとの違いについて伺う
 ③.児童・生徒の違いについて伺う
 ④.問題やトラブルについて
2.学校教育でのＤＸについて、特にＸ（トランスフォーメーション）について伺う

36 教育部長

12 　５番　　北田　麗子　議員 【１：分割　２：一問一答】　　《第３日》　（２／５）

１．中長期的な文化財との関わりについて～三所神社の事
例をもとに～

1.文化財の保存・維持管理についての計画はどのようにして立てているのか。
2.国・県との連携の進め方についてはどうか。
3.地域の要望を把握し、予算に反映しているか。国・県に働きかけをしているか。
4.中長期的な文化財の保存継承を行っていくために本市が注力して取り組むべきことはなにか。

38-1

38-2

1～3.教育部長

4.教育長

２．水難事故防止対策について

4.市及び小中学校で保有するライフジャケット・その他水難事故対策物品の数と状態は。
5.水難事故対策としての物品の活用頻度・貸出回数（団体・個人）は。
6.子どもの水難事故に対する教育は十分であるか。義務教育の中で水難事故予防を目的とした授業を前項で取り入れるべき。市の考えは。
8.持続可能なライフジャケットの管理を実現するために取るべき体制とは。
9.指導者の確保・育成について市の考えは。

39-4
39-5
39-6
39-8
39-9

4.教育部長
5.教育部長
6.教育長

8.教育部長
9.教育長

17 　１６番　　橋本　恒典　議員 【一問一答】　　《第４日》　（２／４）

１．甲賀市の社会教育の推進について

(1).市の社会教育に対する取り組みと考え方について
 ①.市の社会教育の推進に対する考え方について
 ②.市の社会教育に対する取り組みについて
 ③.市の社会教育施設の現状について
(2).市の社会教育団体の現状と育成について伺う。
 ①.市内の社会教育団体の現状について
 ②.市内の青少年団体の現状について
(3).公民館活動について
 ①.公民館活動の現状について
 ②.公民館のあり方について
 ③.今後の公民館活動の方向性について
(4).地域学校協働活動について
 ①.地域学校協働活動に対する市の考えについて
 ②.地域学校協働本部の現状について
 ③.地域学校協働本部の主体と地域住民による地域学校協働活動の普及啓発と連携教育活動の体制整備について
 ④.今後の地域学校協働活動の方向性について
(5).学校施設開放について
 ①.学校施設開放の現状について
 ②.学校の休業日等における学校、社会教育施設等を利用しての教育活動等の実施について（法第５条１３項）
 ③.学校施設開放の課題について
(6).市の社会教育に対する今後の取り組みについて
 ①.市の社会教育における課題について
 ②.社会教育における課題解決に向けた今後の取り組みについて
 ③.社会教育団体の育成支援について
 ④.社会教育の推進における体制整備について

50-1-①
50-1-②
50-1-③
50-2-①
50-2-②
50-3-①
50-3-②
50-3-③
50-4-①
50-4-②
50-4-③
50-4-④
50-5-①
50-5-②
50-5-③
50-6-①
50-6-②
50-6-③
50-6-④

1-①.教育長
1-②.教育長
1-③.教育長

2-①.教育部長
2-②.教育部長
3-①.教育部長
3-②.教育部長
3-③.教育部長
4-①.教育部長
4-②.教育部長
4-③.教育部長
4-④.教育部長
5-①.教育部長
5-②.教育部長
5-③.教育部長
6-①.教育長
6-②.教育長
6-③.教育長
6-④.教育長

2



議案第７６号  

 臨時代理につき承認を求めることについて                  

 上記の議案を提出する。  

   令和５年９月２８日 

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  
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臨時代理につき承認を求めることについて  

 甲賀市教育支援委員会委員の解嘱については、甲賀市教育委員会教育長に対する

事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の規定により、

次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

 

 

臨時代理第１６号 

   甲賀市教育支援委員会委員の解嘱について 

 甲賀市附属機関設置条例第２条第２項（平成２５年条例第３５号）の規定に基づ

き、甲賀市教育支援委員会委員の別紙の者を解嘱することにつき、甲賀市教育委員

会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４

条の規定に基づき、臨時代理する。 

   令和５年８月３１日  

甲賀市教育委員会教育長  立岡 秀寿  

 



議案第７６号別紙 

臨時代理第１６号別紙 

 

甲賀市教育支援委員会委員 

 

           （任期：令和５年４月 1 日から令和６年３月３１日まで） 

解嘱日：令和５年８月３１日 

 氏  名 委員の構成 備  考 

１ 林 昭子 関係教育機関の職員 ここのっす園 

 



【参考資料】  

 

甲賀市附属機関設置条例 

（設置等） 

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる機関を設置し、その担任する事務

並びに委員の構成、委員数及び委員の任期は、同表に定めるとおりとする。 

２ 委員は、執行機関が委嘱し、又は任命する。 

３ 別表の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任 

者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

別表（第２条関係） 

 ２ 教育委員会の附属機関 

甲賀市教育支

援委員会 

特別な支援を

必要とする乳

幼児、児童及び

生徒の適切な

就学支援その

他の教育支援

に関し、必要な

事項について

調査、審議及び

助言すること。 

（１）医師 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 関係教

育機関の職員 

（４） 関係行

政機関の職員 

（５） 教育委

員会が指名す

る職員  

（６） その他

教育委員会が

適当と認める

者 

３５人以内  

 

１年  

 

 



議案第７７号  

 甲賀市教育支援委員会委員の委嘱について  

 上記の議案を提出する。  

   令和５年９月２８日 

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  

   

資料７   



甲賀市教育支援委員会委員の委嘱について  

 甲賀市教育支援委員会委員に別紙の者を委嘱することにつき、甲賀市附属機関設

置条例第２条第２項に基づき、委員の委嘱について、教育委員会の議決を求める。 

   令和５年９月２８日 

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  

 

   

 



議案第７７号別紙 

 

甲賀市教育支援委員会委員 

 

           （任期：令和５年１０月 1日から令和６年３月３１日まで） 

 氏  名 委員の構成 備  考 

１ 谷村 徳幸 関係教育機関の職員 認定こども園水口幼稚園 

 



【参考資料】  

 

甲賀市附属機関設置条例 

（設置等） 

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる機関を設置し、その担任する事務

並びに委員の構成、委員数及び委員の任期は、同表に定めるとおりとする。 

２ 委員は、執行機関が委嘱し、又は任命する。 

３ 別表の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任 

者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

別表（第２条関係） 

 ２ 教育委員会の附属機関 

甲賀市教育支

援委員会 

特別な支援を

必要とする乳

幼児、児童及び

生徒の適切な

就学支援その

他の教育支援

に関し、必要な

事項について

調査、審議及び

助言すること。 

（１）医師 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 関係教

育機関の職員 

（４） 関係行

政機関の職員 

（５） 教育委

員会が指名す

る職員  

（６） その他

教育委員会が

適当と認める

者 

３５人以内  

 

１年  

 

 



議案第７８号 

 甲賀市少年センター協議会委員の委嘱又は任命について 

□上記の議案を提出する。 

   令和５年９月２８日 

               甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿 

資料８ 



   甲賀市少年センター協議会委員の委嘱又は任命について 

 甲賀市少年センター協議会委員に別紙の者を委嘱又は任命することにつき、甲賀

市少年センター条例（平成１７年条例第４４号）第４条第３項の規定に基づき、教

育委員会の議決を求める。 



議案第７８号別紙 

 

甲賀市少年センター協議会委員 

 

（任期：令和５年１０月１日から令和７年９月３０日まで） 

№ 機 関 名 氏 名 委員の構成 備考 

1 甲賀警察署生活安全課 高岡 景磯 
少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
再任 

2 甲賀市保護司会 廣瀬 喜樹 
少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
新任 

3 
甲賀市民生委員児童委員協議

会連合会 
瀧井ちづる 

少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
再任 

4 甲賀市更生保護女性会 松井 和子 
少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
再任 

5 甲賀市少年補導(委)員会 林  善 彦 
少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
再任 

6 甲賀市青少年育成市民会議 中井れい子 
少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
再任 

7 甲賀市ＰＴＡ連絡協議会 戎 脇  浩 
少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
再任 

8 
甲賀市小学校校長会 

(大野小学校) 
池田 修一 関係教育機関の職員 再任 

9 
甲賀市中学校校長会 

(甲賀中学校) 
赤尾 優文 関係教育機関の職員 新任 

10 
甲賀市湖南市高等学校校長会 

(滋賀県立水口東高等学校) 
岸村 米和 関係教育機関の職員 再任 

11 甲賀公共職業安定所 桑原真名美 
少年の健全育成に関係ある 

機関又は団体の代表者 
再任 

12 市民環境部生活環境課 前田 三嗣 関係行政機関の職員 新任 

13 健康福祉部家庭児童相談室 圖司 直子 関係行政機関の職員 再任 

14 こども政策部発達支援課 福田かおり 関係行政機関の職員 再任 

15 教育委員会事務局学校教育課 松岡 和子 教育委員会が指名する職員 再任 

 



【参考資料】  

 

甲賀市少年センター条例 

（協議会）  

第４条 教育委員会の諮問に応じて少年センターの円滑な運営を調査し、審議する

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基

づき、甲賀市少年センター協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

２ 協議会は、委員１５人以内で組織する。  

３ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。  

（１） 少年の健全育成に関係のある機関又は団体の代表者  

（２） 関係行政機関の職員  

（３） 関係教育機関の職員  

（４） 教育委員会が指名する職員  

（５） その他教育委員会が適当と認める者  

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。  

５ 委員は、再任されることができる。  

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営その他必要な事項は、教育委

員会規則で定める。  







土山家住宅（土山宿本陣跡）離れ 

修理工事現場公開 
 

令和５年２月２７日に国の登録有形文化財（建造物）に登録された土山宿本陣跡の離れ（玉座
ぎょくざ

棟）

の修理工事が現在進められています。今回の現場公開では、修理工事の途中経過を広く知っていただ

ける大変貴重な機会です。ぜひお越しください。 

日日      時時    令令和和５５年年１１００月月１１５５日日((日日))１１００時時～～１１５５時時  

※※ああいいのの土土山山宿宿場場ままつつりりとと同同日日開開催催    
  

  

場場      所所    土土山山家家住住宅宅（（土土山山宿宿本本陣陣跡跡））離離れれ（（玉玉座座棟棟））  
      （（滋滋賀賀県県甲甲賀賀市市土土山山町町北北土土山山 11662288 番番地地））  
          

現現地地解解説説    時時間間：：    

②②1111 時時 0000 分分～～1111 時時 3300 分分    

③③1133 時時 3300 分分～～1144 時時 0000 分分          

      解解説説：：◎◎竹竹田田久久志志氏氏  
〔〔滋滋賀賀県県ヘヘリリテテーージジママネネーージジャャーー、、工工事事設設計計者者〕〕※※③③ののみみ  

  
〔〔滋滋賀賀県県ヘヘリリテテーージジママネネーージジャャーー、、工工事事施施工工者者〕〕  

  
  

対対    象象  小小学学生生以以上上（（準準備備ししたたヘヘルルメメッットトをを着着用用ししてていいたただだききまますす））  

参参  加加  費費  無無料料      
※※現現地地解解説説のの時時間間以以外外ででもも随随時時ごご覧覧いいたただだけけまますす  

  

 
【東海道土山宿にぎわい再生事業】 

主催：甲賀市教育委員会 

協力：土山宿本陣土山家 

東海道土山宿まちづくり協議会 

あいの土山宿場まつり実行委員会  

お問合せ：甲賀市教育委員会事務局歴史文化財課  

〒528-8502滋賀県甲賀市水口町水口 6053番地 

TEL  0748-69-2252  FAX  0748-69-2293  

E-mail koka30109000@city.koka.lg.jp 

 

 

((3300 分分間間)) 

①①1100 時時 1155 分分～～1100 時時 4455 分分 

◎◎井井上上喜喜代代和和氏氏 

定定員員：：各各回回１１５５人人（（申申込込不不要要・・当当日日先先着着順順））  

 

mailto:koka30109000@city.koka.lg.jp

	01資料６　【議案第76号・臨時代理第16号】（甲賀市教育支援委員会委員解嘱）.pdf
	02資料６　【議案第76号・臨時代理第16号別紙】解嘱する委員名簿.pdf
	03資料６　【参考資料】甲賀市附属機関設置条例.pdf
	01資料７　【議案第77号】（甲賀市教育支援委員会委員委嘱）.pdf
	02資料７　【議案第77号別紙】委嘱する委員名簿.pdf
	03資料７　【参考資料】甲賀市附属機関設置条例.pdf

